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体験的社会教育主事論
－ 36 年間の取り組みを振り返って－

髙井　正

はじめに

　2015 年３月 31 日、社会教育主事として 36

年間勤務した足立区教育委員会を退職した。「辞

職を承認する」と記載された退職辞令。１枚の

小さな紙ではあるが、これを手にするまでには

多くの人々との出会いやさまざまな出来事が

あった。それらを振り返るいとまなく、４月１

日には立教大学学校 ･ 社会教育講座社会教育主

事課程の教員として着任し、新しい生活が始

まったのである。

　そして、あっという間に 12 月を迎え、社会

教育主事としての 36 年間、どのようなことを

考え、何をやってきたのか、振り返るのは今し

かないとの思いから、本稿を書き始めることに

した。あわせて、本稿が社会教育を学ぶ学生や

これからの社会教育行政を担う社会教育関係職

員にとって、何らかの参考になればとの願いも

ある。

　ここで足立区について少し紹介したい。

　足立区は東京 23 区の最北端に位置する面積

53.25 平方キロメートル、人口 67 万余人の特別

区 1）。区立小学校は 69 校、中学校は 37 校で、

特別区では最多である。平成 27 年度の当初予

算（一般会計）は約 2,670 億円で、民生費が

47.4％を占め、教育費と土木費が 11.3％となっ

ている。民生費の割合が高いことからも推察で

きるように、小・中学校における就学援助率

も高く、平成 26 年度は小学校 32.7％、中学校

42.6％であった。区教育委員会（以下、区教委

と表記）としては、子どもたちが経済状況に左

右されることなく、自分の可能性を伸ばし、夢

の実現に挑戦できるよう基礎学力の向上に取り

組むとともに、学ぶ意欲の土台でもある体験活

動の充実に取り組んできた。平成 25 年度には

従来からの施策のさらなる強化めざし、基礎的

･ 基本的な学力の定着を中心的に担う新たな部

長級組織として教育次長を新設するなど、多様

な施策を強く推進してきている。

　また、足立区は、「江戸時代に宿場町として

栄え、趣のある旧家や路地、個性あふれる銭湯

など、今も古き良き時代の香りただよう足立区

のキータウン・千住。近年は、その千住エリア

へ５つの大学の誘致成功をはじめ、西新井駅前

や新田地区の大規模な集合住宅開発など、若い

世代の流入も進み新たな活気が生まれていま

す」2）という地域でもある。

　私が 36 年間働いた足立区は、このような地

域であった。

１．学生時代のこと

　社会教育とは何かとも考えずに、早稲田大学

教育学部教育学科社会教育専修に入学。卒業後

の進路は高校社会科の教員を志望。社会教育や

民衆史、人権問題等をテーマとする自主ゼミ社

会教育というサークルに所属するとともに、東

京都武蔵野青年の家で所員補佐という活動に参
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加。３年生からはゼミの関係での地元荒川区の

事業見学をきっかけに、卒業まで青年活動に

どっぷりつかった。

　荒川区では２館ある青年館での活動ととも

に、ぜんそく等の疾患を抱える子どもとの１週

間のキャンプや単親家庭の親子を対象とした運

動会、青年 200 人によるキャンプ等の企画 ･ 運

営、名古屋青年サークル連絡協議会の生活史学

習会等々に参加。また、青年の家では７所の

所員補佐のネットワークづくりや、ゲームや

フォークダンス指導の研修会も含めた年間の宿

泊数は 40 泊を超えるなど、活動を通しての気

づきや学びには大変大きなものがあったと感じ

ている。

　都や区の教員委員会で働く社会教育主事との

出会いや、大学教員と学生の単位認定権に係る

関係性に疑問を持ち、教職希望から社会教育で

働きたいと考えるようになったのは３年生の

頃。さまざまな活動に関わる中でその思いは強

くなり、そして、ある青年団体関係の会議の折、

知り合いの都の社会教育主事から足立区の採用

試験をお聞きしたのが 1979 年１月のこと。そ

の一言が私の社会教育主事への扉となった。

２．仕事の始まり - 青年館 -

　区教委の社会教育主事有資格者を対象とした

採用試験に合格、専門職としての採用である。

1979 年４月１日、「社会教育主事補に任命する」

との発令を受け、初めての職場は教育委員会事

務局社会教育課青年館。この青年館は、結婚式

場を併せ持つ施設であり、青年サークルの利用

が制限されることなどから、1971 年頃から青

年団体を中心とした青年館増築運が展開され、

新館増築（1976 年）と社会教育主事の配置を

実現したという歴史を持つ 3）。

　それまで勤務していた校長ＯＢの社会教育指

導員４名全員が退職し、初の社会教育主事補と

して私が配置され、私以外の５人の正規職員は、

全員 40 歳代後半以上の職員であった。

　担当職務は主催事業の企画 ･ 運営と青年サー

クルへの支援。従来から実施されていた料理や

生花等の「趣味的」事業中心の青年文化教室と、

青年の生き方やサークル活動の意味などを考え

る「青年サークル講座」（社会教育課青少年係

が所管する事業で専門職員として私が携わる）

に加え、憲法や選挙等の社会的な課題を取り上

げた「サークル大学」を新たに開催した 4）。青

年文化教室では、勤務し始めてから３年後頃か

らは手話や点字を取り上げ、この教室を契機に

誕生した手話サークルが、現在まで活動を継続

している。

　当時、複数のサークルにより結成された足立

サークル連合（以下、足サー連）という連絡組

織があり、青年館増築運動の中核を担うととも

に、青年館に集う青年の祭「若人の祭典」や青

年の生き方などについて学習会を実施してい

た。さらに足サー連は城東地区の５区の連絡組

織の連合組織である「東京５区青年団体・サー

クル連合連絡協議会」（以下、東京５区連協）

に加盟しており、毎月、世話人会を東京都水元

青年の家で開催していた。事業としては、東京

青年フェスティバルの開催や青年活動をテーマ

とした学習会、冬にはスキーバスなど多様で

あった。東京５区連協の活動は仕事なのかどう

かも考えることなく、足サー連の世話人の一人

として積極的に関わったが、それが当然という
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のが当時の思いである。

　忘れられないことがある。1980 年３月、養

護学校義務化に反対し、障がい児が普通学校で

学ぶ運動の先駆けとなった金井康治さんと、そ

の支援団体による区役所前での抗議の座り込み

である。区は区役所の正面玄関に鉄柵を設置し、

その内側に職員が整列。鉄柵の外側と内側とい

う対立状況で、動員された私は職務として何度

か内側に立った。この時、私は公権力の側に立

つ人間だということを強く認識することになっ

たのである。

　もう一つ、区が全額出資する財団法人足立区

コミュニティ・文化スポーツ公社に青年館の管

理運営を委託する方針に反対した足サー連とと

もに学習会などを開催し、委託の時期を半年間

遅らせた取り組みがあったことも忘れられない
5）。

３．社会教育課で働く

　後任の社会教育主事（補）の採用が遅れたこ

とから、1984 年４月から財団委託となった青

年館に３カ月勤務した後、同７月、社会教育課

に異動。青年教育は教育委員会が責任をもって

担うという考え方から青年教育と、ＰＴＡ、婦

人問題学習（当時の表現、以下、女性問題学習

と表記）を担当。青年教育は青少年係、ＰＴＡ

は文化係、婦人問題は婦人問題対策担当という

ように、社会教育主事補としてそれぞれの所管

係の事務職員とともに仕事を担当した。

　区教委の規定に基づき、教育公務員特例法に

基づく専門的教育職員である「社会教育主事に

任命する」との発令を受けたのは、1986 年４

月１日のことである。

（１）青年教育

　青年教育関係では、大きなものとしては

1985 年の国連が定めた「国際青年年」（ＩＹ

Ｙ）を記念した事業に取り組んだ 6）。青年館勤

務時代からの３年間の準備活動を経て、1985

年には３大事業として、若者によるまちづくり

をめざした宿泊しての青年シンポジウム「北千

住は原宿をこえられるか」、区民５万人が参加

した青年まつり「Feet　up’85」、青年 4,050 人

を対象とした青年意識実態調査を実施。「Feet　

up’85」の打ち上げの夜、大学を留年してまで

活動を担った実行委員長のＩさんとの涙での握

手は今でもはっきり覚えている 7）。

　しかし、イベントをイベントとしてだけに終

わらせてはならない。私の中には、ＩＹＹ活動

を成功させ、それを成し遂げた青年たちの力を

背景に、区教委として青年教育施策を再構築す

ることが不可欠だと考え、その拠点施設である

青年館を教育委員会直営に戻したいという思い

があった。そうした思いを当時の社会教育部長

に伝え理解いただき、第４期社会教育委員会議

に「足立区における青年にかかわる行政施策の

あり方について」を諮問し、私も事務局の一員

となったのである。２年間の審議を経て、「青

年センターを設置する」という項目が盛り込ま

れた答申があったのは 1988 年１月。その後、

答申の趣旨を踏まえ、財団法人に委託していた

青年館をリニューアル工事し名称を変え、区直

営の青年活動の拠点施設として青年センターが

1989 年４月開設した。ここで私にとってのＩ

ＹＹ活動は終わりを迎えたのだと思う。

　こうした一連の取り組みを通して、将来展望

を明確にし、その実現に向けて目の前の事業を
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進めるという、戦略と戦術という考え方を学ん

だような思いがする。

　もう一つ忘れてはならないことは、青年教

育を担当する中での社団法人日本青年奉仕協

会（以下、ＪＹＶＡと表記）のＳさんとの出

会いである。青年のボランティア活動や市民

活動を支援するＪＹＶＡが解散する 2009 年ま

で、1988 年の東京集会を始めとした全国ボラ

ンティア研究集会や青少年ボランティア活動推

進者セミナー等々、多様な事業に参画する機会

をいただき、そこでの関わりが東京ボランティ

ア・市民活動センター（以下、ＴＶＡＣと表記）

を中心とした新たなネットワークにつながって

いった。私が社会教育主事として 36 年間を全

うできたのだとしたら、市民として活動する中

での学びや気づきがあったからのことだと、強

く感じている。

（２）女性問題学習

　社会教育課に着任した時、第１期婦人大学（後

に女性大学に名称変更、以下、女性大学と表記）

が既に開講していた。1983 年策定の「婦人問

題解決のための足立区行動計画」基づき、ジェ

ンダーの視点を踏まえた女性のリーダー養成を

めざしたこの事業は、全 23 回、夜間開催、宿

泊研修もあるもので、第１期ということから、

それまで開催されていた婦人問題講座等の参加

者により構成された企画運営委員会が主体とな

り企画運営。第２期以降の企画運営委員はその

前の期の参加者から希望を募り構成されていく

仕組みである。

　この時期、長年の女性たちの願いであった「婦

人総合センター」（後に「女性」に名称変更、以下、

センターと表記）が 1988 年４月に開設するこ

とが明確になっており、すべての事業を女性セ

ンター開設後の活動を踏まえたものとして位置

付けていた。例えば、1986 年に手探りで始め

た「日本語ボランティア講座」は３年かけて全

33 回ほどのカリキュラムをつくることができ、

また、一時保育を担う保育ボランティア講座も

1987 年に開講 8）。その後、10 を超える自主サー

クルが日本語ボランティア活動展開し、多くの

講座で一時保育が実施されていくことになって

いった。

　長く婦人問題担当として勤務してきたＭさん

から、新設のセンターで一緒に働こうと言われ、

私の異動が決まり、センターの庶務規定にも社

会教育主事を置くことが明記された。社会教育

課での３年９カ月はいわば助走期間であり、こ

の助走があったことがセンターでの多様な取り

組みの土台となったのだと思う。

　なお、この助走の間の 1986 年秋、思想信条

を異にする多様な女性団体が大同団結した「足

立区婦人団体連合会」（その後、「女性」に名称

変更）が結成され、区と共に両輪としてセン

ター運営を担う体制が整ったことも重要なこと

であった。

４．女性総合センターでの気づき

　推進係と事業係を置くセンターには７名の常

勤職員と２名の非常勤職員が配置され、初代所

長（課長）はＭさんで、私は事業係。1988 年

４月１日の昼過ぎから初めての職場ミーティン

グを始め、終わったのは午後 10 時。その後、

前の職場に戻り荷物の整理をしていた午前４時

頃、巡回の守衛さんに「もう帰りなよ」と言わ

れたことを、今でも覚えている。
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　４月下旬、これまでセンターの開設を願って

活動を継続してきた女性や女性団体の力でオー

プニングフェスティバルを成功させ、また、短

時間の中で様々な準備を担った職員間には、係

を超えて協力し合うという雰囲気が生まれた。

（１）センターの特徴

　センターは学習・情報・交流のセンターであ

り、行政機能を併せ持つことから区の直営であ

り、教育委員会所管であるから学習に関する専

門職の社会教育主事を配置し、「啓発」的事業

より、継続的な学習を重視した。新規開設とい

うことで事業の拡大はもちろん、第２次行動計

画の策定が新たな課題としてあった。

　そのための審議会として足立区女性会議（委

員 40 名）を設置することになり、団体選出、

公募等を合わせ女性大学出身者が約半数を占め

た。推進係が所管ではあるが、事業係の私も６

部会中、教育部会と社会参加部会を担当。1988

年 11 月の設置から答申提出の 1990 年３月まで

の期間に、144 回の公式の会議を開催。答申文

は全て委員が起草したもので、教育 ･ 社会参加

部会長の山本和代先生（日本女子大学教授、当

時）は、諮問機関であったが区民女性たちのエ

ンパワメントの機会であったと評された。なお、

女性会議での議論を踏まえ、1990 年４月にセ

ンターの名称を「女性」に変更した。

　答申を受け庁内に部課長 40 数名による策定

会議が設置された。答申とそれに込められた委

員の思いを胸に秘め、事務局の一員として参画。

数次にわたる書き直しを経て、1991 年３月、「女

性が活き　男性が活き　まちが活きる　ウイメ

ンズマスタープランあだちⅡ」を策定すること

ができた。センター自体にとっても、職員にとっ

てもエンパワメントの機会でもあったと思う。

（２）さまざまな取り組み

①『葦笛のうたー足立・女の歴史』の刊行

　女性会議の運営とともに、とりわけ女性大学

１期生を中心に構成された足立女性史研究会と

ともに歩んだ４年間は、非常に厳しくも、学ぶ

ことの多い取り組みだったと思う。女性大学の

講師のお一人だった女性史研究家の鈴木裕子先

生を指導者に、センターの開設記念として足立

区の地域女性史をつくろうとした取り組みは、

1989 年３月、『葦笛のうたー足立・女の歴史』

の刊行として結実 9）。

　刊行までの間、区教委としては女性史に関わ

る資料、復刻版の購入、いつでも集えるスペー

スの確保、また、私も含め２名の職員が会合に

出席し（途中からは執筆も）、時には事務局的

な役割も担った。４年間の取り組みは、研究会

の自主性を尊重しつつ、千住の遊郭の扱い方を

めぐる厳しい議論など、反権力的な「毒」を持

つ地域女性史づくりに、自治体がどのように関

わるかの実験だったのではないだろうかと、今

でもそう考えている。

　1989 年３月、自治体と地域女性史との関係

性を問うことが欠かせないという関係者の思い

から、研究会とともに「地域女性史交流研究集

会」を開催。全国から 300 人を超える人々が集

い、研究集会の展開を通して地域女性史に不可

欠な「人権・自治（自律）・平和」の視点は、

公的社会教育にも必要という認識に私はたどり

着いた。職員の立場の難しさを実感したり、も

ろさわようこ氏の基調講演に触発され、女性大

学の主題が「つくられた女から　創る女へ」と

転換するなど、非常に貴重な４年間に及ぶ取り
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組みであったと実感している 10）。

　女性大学の企画運営委員会は開講する前に

７、８回、５月の開講後は月１、２回、12 月

の閉講後は反省・振り返りを行う。同時に秋頃、

編集委員会を立ち上げ、学習記録の作成を進め

ていく。編集委員が次期の企画運営委員になる

という流れを基本とし、女性大学はセンターの

基幹的事業として開催され、私は異動するまで

13 期にわたり関わり続けた。

②職員のネットワークづくり

　足立区女性会議労働部会長であった鹿嶋敬氏

（当時、日経新聞婦人家庭部次長）から、企画

委員をしている国立婦人教育会館主催の女性学

講座で、行動計画策定について事例報告する機

会をいただいたのは 1991 年の夏。報告後、何

人もの方が意見を聞きたいと私の前に並んだ。

多くは自治体職員で、何か感じるものがあり、

翌年も参加し職員対象の自主交流会を呼び掛

け、小さな情報交換を始めることにしたが、個

人の力だけでは限界があるのは当然のこと。

　学び行動する市民は継続的に課題を追及す

る。しかし、職員は人事異動からは逃れられな

い。市民と正対するには職員としてエンパワメ

ントすることが求められ、そのためには女性政

策に関わる職員のネットワークが必要との思い

は高まり、加えて、年間 100 件を超える視察受

け入れなど、センター自体もつながり合うこと

の大切さを認識し、1994 年度新規事業の予算

要求につながった。

　ネットワークがねらいであることから、22

の特別区に実行委員会への参加を呼び掛け、10

区の参加を得、８回の議論を重ね、1994 年 12

月の２日間、「フォ～ラム City Net ’94 −女性

政策と自治体職員」を開催。全国 80 自治体、

女性政策や女性・男性問題学習に関る職員 170

人の参加で熱い議論が展開した 11）。その後、

実行委員会には特別区以外の自治体の職員も加

わり、「フォーラム」は継続的に開催された。

　私は 1997 年４月に異動したが、異動後も含

め東京大学社会科学研究所教授の大沢真理先生

を囲んでの東京近郊の職員による自主研究会を

３年余り続ける中で、自治体職員として学び続

けることの大切さを痛感していくことになっ

た。

③そして、男性改造講座

　女性と女性問題学習に取り組んできた私は、

女性から男性の意識改革に向けた事業を実施す

るべきだとの厳しい意見を受け、考えたのが「男

性改造講座」。先行事例は少なく職員で検討を

進め、1990 年秋、「もてる男の条件」をテーマ

に男性だけを対象にした初の「男性改造講座」

を開講。40 人の男性が参加し、男性も仕事や

家族、恋愛など様々な問題を抱えている現実に

直面。また、最終回での「徴兵制で男を強くし

たい」という 30 歳の発言に、講座の継続開催

を決意。講座で取り上げた家族、結婚、夫婦、

仕事、セクシュアリティ等々の課題は、男性が

向き合う必要のある課題ではあるが、まさに私

自身の課題でもあったと、気づかされることに

なった。

　５年目の講座では、男性の自主グループづく

りを意識した企画 ･ 運営を進め、「パスポート」

が誕生。会員の自分史や課題提起と討議を中心

とした例会や合宿などを行ないながら、男性改

造講座の企画 ･ 運営に参画。女性講師の問題提

起中心のかたちから、男性が男性に語り、男を
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縛る「男らしさ」の鎧を脱いで自分らしさを探

し、自分を大切にした生き方を男性も模索する

という流れが強くなっていった。

　女性の参加も可とした６年目からのパスポー

ト主体の企画では、従来にも増してワーク

ショップなどの参加型の学習を展開。また、男

性問題やメンズリブをテーマに都内や大阪、岡

山で活動する方をゲストに交流の機会を設定

したことが、市民主体の実行委員会とセンター

共催による 1998 年９月の第３回メンズフェス

ティバルの開催につながっていった。

　男性改造講座にはメインの担当者として、ま

た、事業係長という立場からなど、７年間関わ

り異動 12）。さまざまな想いがあるが、とりわ

け１、２年目の講座を再構成し、講師の書下ろ

しによる『男性改造講座−男たちの明日へ−』

の刊行が、女性センターなどでの男性問題学習

の進展に少しでも貢献できたとしたらうれしい
13）。

（３）私にとってのセンター

　1990 年から１期３年を２期実施した女性の

社会参画 ･ 区政参画と政策提案能力の向上を

目的とした「女性大学大学院」、女性とコーポ

レイトアイデンティティを視点に、1991 年か

ら５年間続けたＮＴＴ（足立支店レディース

フォーラム）との共催事業の「女性ふぉ～らむ　

女性が活き　企業が生活き　まちが活きる」、

1995 年からは（株）足立都市活性化センター

と立ち上げた「あだち女性起業家支援塾」等々、

センターでの９年間はずっと走り続けてきたよ

うに思う 14）。夜間の一時保育をめぐる職員間

の意見の対立や、参加者等とぶつかり合う場面

もあった。

　センターでの最初の３年間は主任主事、次の

３年間は事業係の係内主査、最後の３年間は事

業係長というように、社会教育主事でありなが

ら立場的には変化したが、一貫して考えてきた

のは風通しの良い職場づくり。３代目所長の時

代には肩書きを外し、職員間では「さん」づけ

で呼び合うようになった。残念なこととして、

非常勤で勤務する社会教育指導員の処遇改善が

できなかったことが、今でも悔やまれる。

　この間、地元の草加市学童保育連絡協議会で

は、１年間だけだが事務局長として市役所との

交渉などを経験。また、ＪＹＶＡ関連の活動に

加えてＴＶＡＣの「市民社会をつくるボランタ

リーフォーラム」などの取り組みや、社会教育

施設ボランティアのＶｎｅｔとは一人の市民と

して関わり、多忙ではあったが市民活動を通し

ても学ぶことの多い時期を過ごすことができ、

職員も市民なんだということを実感。

　しかし、一番強く感じたことは、自分自身の

人権意識のなさで、青年館勤務時代に結婚した

が、妻が「髙井」の姓に改称することに、何の

疑問を感じなかった私がいたことである。大学

生の時から人権問題について学んでいたが、学

んでいる「つもり」だったのである。センター

での職務を通じた学びの中で、私自身の意識は

変容していったと思う。学び気づくことで、人

間の意識は変わり行動も変わっていくというこ

とを、自分自身の経験から言えると確信してい

る。

５．政策づくりを担当

（１）青少年課

　９年間の女性総合センターでの勤務の後、
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1997 年４月、久しぶりに本庁舎勤務。移転後

数年の新庁舎で、新たなＯＡシステムも導入さ

れており、戸惑うことから仕事がスタート。最

初の職場は青少年課で、この年に設立 50 周年

を迎える小 ･ 中学校のＰＴＡ連合会の記念事業

や、長年の懸案であった「青少年健全育成行動

計画」の策定が待ったなしという状況だった。

後者については、女性行動計画策定に関わった

経験を活かし、庁内会議での検討を踏まえ、「計

画」を年度末には策定することができた。最終

決定権者は区長であり、決裁を得るために区長

室にて区長に押印いただいたが、この時の区長

は革新政党が推薦する区長で、言葉を交わした

のは最初で最後のことだった。

　ＰＴＡとの関わりはぞれぞれの連合会の定例

的に開催される役員会への出席から始まり、そ

の終了後は飲みながらの意見交換で、ここでの

つながりがその後の仕事にも活きていくことに

なり、また、青少年委員会も担当することで、

私の足立区内においての人間関係は大きく広

がっていった。ＰＴＡや青少年委員会には社会

教育主事の立場からで、他の係に所属する事務

職員とチームで関わった。

　小・中ＰＴＡ連合会の 50 周年記念事業はＯ

Ｂも交えた実行委員会主体により進められ、私

は職員として窓口的な役割と区 ･ 区教委内の調

整を担当。式典や祝賀会の席次の決め方などの

難しさに直面したが、記念誌を作成する中で改

めてＰＴＡの歩みを振り返る機会となるなど、

学ぶことも多かった取り組みである。

（２）生涯学習課 ･ 学校地域連携課

　ＰＴＡや青少年委員会を継続して担当すると

ともに、新たな職務として社会教育委員会議と

人権教育を担当、社会教育委員会議と人権教育

は学校地域連携課でもそのまま担当することに

なる。2000 年秋には、青少年委員会が初めて

主催する開かれた学校づくりをテーマに「教育

フォーラム」を協働で開催したが、８年後、私

自身が「開かれた学校づくり」のメイン担当と

なるなどとは全く思ってもみなかった。

①社会教育委員会議

　第 10 期の社会教育委員会議は諮問事項の調

整から委員選考、会議運営、答申作成までの全

てを中心的に担った。諮問事項は高齢者の生涯

学習であり、私にとっては生涯学習を改めて学

び直す機会ともなったと考えている。2003 年

６月「足立区における高齢者の生涯学習振興策」

が答申されたが、答申文の推敲 ･ 確認のために

議長のご自宅で何度も打ち合わせしたことが忘

れられない 15）。答申の１項目として「高齢者

を中心とした大学事業の開設」が提案され、そ

の具現化のために私は財団法人足立区生涯学習

振興公社（以下、振興公社と表記）に派遣して

いた社会教育主事を戻すよう上司に働きかけ、

翌年４月に異動となったその社会教育主事を中

心に検討を進め、ＮＰＯ法人も含めて３者で協

働実施する「あだち区民大学塾」が、2004 年

創設されることになった（当時の３者とはＮＰ

Ｏ法人あだち学習支援ボランティア楽学の会、

区教委、振興公社である）。区教委としての予

算は条件整備にかかる少額の経費のみで、当時

としては、事業実施の仕組みとしても新しい市

民主体の事業であったと思う 16）。

　区議会との関係で急務とされていた文化芸術

振興策を諮問事項とする第 11 期社会教育委員

会議は、区教委文化課との共同事務局を設置。



− 119 −

体験的社会教育主事論　－ 36 年間の歩みを返って－

私にとって文化政策は未経験の課題であり、学

識経験者の委員選考に悩んだが、文献等をあた

る中で出会った方から適任者を紹介いただくこ

とができ、2003 年 11 月に委員会議を発足でき

た。参考文献を多数購入し学びつつ会議を運営

したが、２年間の審議期間後の答申ではスピー

ドが遅いとの指摘を踏まえ、１年後に文化芸術

振興基本条例に焦点を当てた中間答申が提出さ

れることになり、その素案作りを担い、その答

申を踏まえ 2005 年６月に「足立区文化芸術振

興基本条例」が制定された。その条例に基づき

「文化芸術振興基本計画」を策定するかたちと

し、その計画についての答申が提出されたのは

2005年11月 17）。その後、文化課が事務局となり、

2006 年 11 月に「足立区文化芸術振興基本計画」

が策定されたが、重要な区政に関わる政策形成

に携わることができた貴重な経験となった。

　続く第 12 期では新しい時代に対応した図書

館サービスの展開について諮問し、中央図書館

と共に事務局を運営したが、委員選考からの答

申作成までを中心的に担った。公共図書館への

区民や団体の期待は大きく、毎回の会議には傍

聴人が絶えない中、2008 年６月、後の図書館

基本計画の土台となる答申が提出された 18）。

　社会教育主事にとって社会教育委員会議の運

営は政策形成に関わる重要職務だが、政策形成

は机上だけでできるものではなく、担当の職員

には市民と直接関わる経験が不可欠なのだろう

と思っている。

②人権教育などの取り組み

　2000 年４月、生涯学習課異動を機に人権教

育も担当することになり、ＰＴＡ役員や青少年

委員等の社会教育リーダーを対象とした人権研

修会を開催。また、部落解放同盟東京都連合会

足立支部（以下、足立支部と表記）と区教委と

の窓口として足立支部に毎月１回、区総務部総

務課人権 ･ 同和係の職員と情報交換のために訪

問。足立支部と協働で識字学級を実施する中で

は、識字学習を通して文字を獲得し自らの考え

を形成する学習の場に立ち会うことになった。

足立区立第四中学校の夜間学級を見学した際と

同様に、「学びの原点」に触れたような感覚が

忘れられない。

　この時期、東京都教育庁の人権学習教材ビデ

オ検討委員会と人権学習研究会の委員を計４年

間務めた。とりわけ後者の研究会では、研究者

に加え、東京に本社を置く企業を主体に 124 社

（従業員約 100 万人、2015 年 11 月現在）で組

織されている東京人権啓発企業連絡会の中心メ

ンバーと知り合いになり、大阪市や福岡市への

視察、また、それぞれの職務を捉え直すことな

どを通して、人権を他人事ではなく自分事にし

ていくための研修のあり様の検討等、学びと実

践を振り返る貴重な機会となった 19）。

　2005 年４月から３年間勤務した学校地域連

携課では、社会教育委員会議などに加えて、開

かれた学校づくりも担当。「開かれた学校づく

り」は、新しい時代を切り拓く児童・生徒の「た

くましく生き抜く力」や「豊かな心」を育て、

地域性を活かした特色ある学校活動を進めるた

めの取り組みで、区では全校に「開かれた学校

づくり協議会」（以下、開かれ協議会と表記）

を設置し、区を挙げて取り組んでいる施策であ

る。

　それまでＰＴＡなどを通して学校や保護者と

の関わりを持っていたが、直接、学校の中に入っ
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ての関係が始まることになった。具体的には各

小・中学校に設置された「開かれた学校づくり

協議会」を 10 数校担当し、主に夜間に開催さ

れる会議に出席。そこでは学校の抱える課題の

解決について地域や保護者ができることは何か

等々について協議し、例えば、子どもたちへの

あいさつ運動や体験活動の機会提供、保護者対

象の学習会等々、さまざまな活動を行う。

　区教委は、学校教育法施行規則に基づく学校

関係者評価を開かれ協議会に依頼し実施する方

針だった。しかし、プロである教員の授業を診

断し校長の学校経営を評価することには、協議

会委員からも素人には無理だという声が多く、

教員には拒絶に近い反応があり、私自身、以前、

校長会役員と教育委員会幹部職員との討議の場

での厳しいやり取りも経験。そこで各協議会で

の説明とともに、「開かれた学校づくり協議会

フォーラム」（以下、「フォーラム」と表記）と

いうかたちでの研修会を実施することで、評価

に関するアレルギー的なものを少しずつ払拭し

ていくことをめざした。

　「開かれた学校づくり」とは言うものの、学

校の課題を協議しようにも、その課題自体が明

確に提示されない、まさに「開かれない学校」

という状況もあり、校長により情報公開の差が

甚だしい実態に唖然としたのも、この時期のこ

とであった。

　同時に、第３次の生涯学習推進計画策定に向

けての審議会運営にサブ担当として携わった。

審議の後、答申が提出され、紆余曲折を経てそ

の答申の趣旨を活かして初めての「足立区教育

基本計画」が 2006 年に策定されたが、結果と

して生涯学習固有の計画がなくなり、その後の

生涯学習政策の混乱につながったことは、私に

とっては残念なことであった。

６．開かれた学校づくりのメイン担当として

（１）教育政策課

①開かれた学校づくり協議会

　2008 年４月からは教育政策課に異動し、「開

かれた学校づくり」のメイン担当として３年間、

23、4 校ほどの開かれ協議会を直接担当すると

もに、教育政策課内の約 10 人の係長級職員に

協議会を分担してもらうことから、担当者への

情報提供や全体調整を担った。

　学校関係者評価については、学校評価の全体

を担当する教育改革推進課と連携し、「フォー

ラム」等での研修を継続するとともに、2009

年度にはモデル校での学校関係者評価を行い、

モデル校での取り組み検証しつつ、徐々に実施

校の拡大を図ることとし、３年間かけて全協議

会で実施するという目標を定めた。

　区には 110 校ほどの小・中学校がある（適正

配置：統廃合により減少）。協議会の活動も多

様であり、活発な協議会もあれば、もう少しが

んばってほしいと願う協議会もあるのも当然な

のだろう。全体的な活動の活性化が担当者の職

務であるが、非常に難しい。そこで新しい事業

として協議会の会長による意見交換の場を設定

することにしたが、会長の意識により協議会活

動に格差が表れている現状を打開したいとの願

いからのことである。

　開かれた学校づくり協議会会長意見交換会と

いう名称は、例えば「協議会会長会」というよ

うな組織名称であれば、誰が会長になるのかと

いう問題とともに、区教委への圧力団体的な組
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織になりかねないという私自身の危惧から提案

したものである。2008年11月、小学校を２つに、

中学校は１つの分散会とし、各分散会に教育長、

学校教育部長、教育政策課長を配置し、特色あ

る活動の紹介や、抱えている課題等々について

の協議を展開。活発な意見交換の背景には、従

来からこうした機会を望む意見もあったことも

見逃せない。

　協議会委員は校長が区教委に推薦し、区教委

が委員を委嘱する仕組みである。この時期、区

教委は保護司との連携強化を進めており、協

議会委員に保護司の推薦を働き掛けた。私自

身、青少年委員や協議会会長として長くお世話

になってきたある保護司へのお礼の意味も含め

て、保護司を紹介するパワーポイントの作成を

自ら申し出て担当した。叩き台の発表会では区

保護司会の役員に加え、教育長や指導主事も参

加し、協議を基に内容を改善、その後、約 300

人の全保護司対象の研修会でもお示しした。

　そして、2011 年３月 11 日、東日本大震災。

発災の夜には学校が帰宅困難者や近隣住民の避

難所となり、職場に泊りながら避難所となった

学校との連絡を取り続け、その後も計画停電へ

の対応など、忘れられない日々が続いた。

③特別区社会教育主事会会長として

　教育政策課での３年間の在職中、特別区に勤

務する社会教育主事で組織された主事会の会長

を３年間務めた。最盛期の会員数は 110 人を超

えたが、退職不補充ということから、現在では

60 人ほど。しかし、５地区に分かれての月１

回開催のブロック会（成立しないブロックもあ

るが）を土台に、研修会や情報交換会等を開催

し、所属を超えた社会教育主事のエンパワメン

トのための集団ともなっている。どの区にも知

り合いがいて話を聞くことができるということ

は、社会教育主事としての武器ともいえる。

　2008 年度の研修会では、2003 年の地方自治

法の一部改正により導入された「指定管理者制

度」も取り上げた。会員以外も交え 70 人ほど

が参加する中で、制度自体の問題点とともに、

その制度の狙いを活かしきれない自治体自体の

問題点が浮き彫りになるなど、必要とされる課

題を設定することで、主事会自体の周知につな

がる活動だったと今でも考えている。「指定管

理者制度」については翌年度も継続的に実施し

た。

　会長として３年目の 2010 年度に特別区社会

教育主事会は創立 50 周年を迎えた。特別区に

社会教育主事が配置されたのは、1959 年の社

会教育法の一部改正により市区町村への社会教

育主事が必置となった翌 1960 年のこと。同年

には、特別区社会教育主事会の前身である都市

区社会教育主事会が結成されている。役員６人

と３人の協力者で実行委員会を構成し、50 周

年記念事業の一つとして「記念誌」を発行。70

人を超える方々からのメッセージ、５人の研究

者からの意見・提案、最近 10 年間の活動のま

とめ等に加えて、区ごとの会員名簿の総計は

214 人で、50 年という積み重ねの重さを感じた
20）。会員数の減少、すなわち退職不補充の中で、

社会教育主事が存在しない区もあるからこそ、

社会教育主事が学びあい、心のよりどころでも

ある主事会をなくしてはならないと実感した会

員は、私だけではないはずだと考えている。

（２）学校支援課 ･ 教育政策課

①コミュニティ・スクールの設置拡大
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　2011 年４月、組織改正により新たに学校支

援課が創設され、それまで担当していた職務を

持ったまま異動。この時点から新しい職務とし

てコミュニティ・スクール（以下、ＣＳと表記）

の設置拡大も担当することになった。

　足立区には全国で初めて 2004 年 11 月にＣＳ

として指定された五反野小学校があり、同校に

は全国公立小 ･ 中学校にただ１校、学校理事

会が設置されていた 21）。学校理事会規約では、

理事会と学校の関係について「理事会の決定に

基づき、校長は学校運営を行うものとする」と

規定。つまり理事会は最高意思決定機関であ

り、代表である理事長は最高経営責任者で、学

校長は最高執行責任者という位置付けとなって

いる。本気の学校改革にはこうした関係性が必

要だったのだろうと私は捉えている。

　五反野小学校では、地域 ･ 保護者が教育課程

の編成や学校経営計画の策定に参画し、授業診

断 ･ 学校評価を担うことでＰＤＣＡサイクルに

基づく学校経営を実現するなど、さまざまな成

果を挙げ、毎年、多数の視察を受け入れていた。

　しかし、理事会が強い権限を持つことが他の

教育関係者、とりわけ校長のＣＳに対する意識

を硬直化させ、新たな指定が進まない要因とも

なり、２校目のＣＳ指定は３年後の 2007 年 10

月のことだった。また、区教委自体がＣＳの設

置を拡大するのかどうかの方針が不明確であ

り、設置拡大の方針を明確にするとともに、拡

大の壁ともなっている五反野小学校理事会を再

構築する方向性を持つことを前提とし、私が担

当することになった。

　2011 年４月、五反野小理事会に学校理事会

と開かれ協議会とを統合し、「開かれた学校づ

くり協議会型ＣＳ」（以下、開かれ型ＣＳと表記）

への移行を提案、半年余り協議を継続。また、

区教委は同校と近隣小学校との統合を進めてお

り、共通の仕組みが望ましいとの判断もあった。

その一方で、ＣＳ指定を検討する開かれ協議会

を支援する仕組みをとして「ＣＳ推進校設置要

綱」を制定し財政的支援も可能とした。このよ

うな取り組みを経て、五反野小は同年９月末に

理事会を解散し、10 月から開かれ型ＣＳとし

て再出発することになり、11 月には３校目の

ＣＳ指定が実現した 22）。

　その後、徐々にではあるが指定が進み、現在

では小学校７校、中学校４校（2015 年 12 月現

在）にまで拡大。ＣＳ指定校には、従来からの

事務経費１校当たり 15 万円に加え、とりわけ

区を挙げての重点課題である学力向上のための

経費として、上限を 67 万円としたインセンティ

ブ予算を制度化。学校から提出された企画書に

より学校教育部長を委員長とする審査会で支出

を判断することとし、ＣＳへの関心を高めるこ

ともねらいとした。実際、創意工夫をこらした

多様な事業が行われている。

　しかし、ＣＳはあくまで仕組みであり、ＣＳ

になることが目的ではない。したがって、指定

を受ける前の時点での協議や話し合いを重視す

ることを、私は強く主張してきたつもりである。

その結果については、今後のＣＳ指定校の活動

から判断することになるのだと思う。

　なお、開かれ協議会については、３年間の目

標を立てて学校関係者評価の全校実施を進めて

きたが、実現するとともに、さらなる充実をめ

ざしていった。協議会会長意見交換会は年２回

の開催とし、内１回は学校選択制度、学力向上、
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小中連携等、教育課題ごとの分科会形式とし、

教育委員会幹部職員に教育委員も加わり、少人

数での討議を進めた。

　なお、2011 年４月、従来区教委が所管して

いた社会教育 ･ 生涯学習部門が、2007 年の地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23

条の改正に基づき、青少年教育と家庭教育を除

き、組織再編で首長部局に新たに設置された地

域のちから推進部に事務移管されることになっ

た。社会教育 ･ 生涯学習は地域文化課の所管と

なり、社会教育主事も定数化されたが、現在ま

で配置はされていない。

②防災の視点

　東日本大震災を受け、世の中の在り様が変化

したように感じる。2011 年７月、被災自治体

への職員派遣に手を挙げ、福島県楢葉町への支

援として、町の機能が一部移転していた福島県

会津美里町で８日間働いた。町役場の議場を執

務室とし、町民の住所録や通知文の作成等、一

時帰宅に関わる事務を楢葉町と環境省の職員と

ともに担当。何日目か、避難している町民の方

に一時帰宅について説明する電話を掛け、一切

ものは持ち出せないことをお伝えすると、「自

分のものなのになぜ持ち出せないんだ」との怒

りの声が返ってきた。「そういう決まりなので」

としか言えない自分自身に腹が立ったが、一番

腹が立ったのは町民の方なのだろう。改めて楢

葉町の職員からお電話すると伝え、電話を置い

たが、その電話を掛ける町の職員も被災者であ

り、きっと辛い思いをするのだろうと思った。

　2012 年、担当校である栗島小学校開かれ協

議会が防災をテーマに、学校に宿泊する事業を

実施することになり、学校も全面協力したが、

会議資料や募集案内もすべて委員が作成 ･ 準備

した。希望者を募り５･ ６年生約５０人ととも

に、協議会委員・ＰＴＡ保護者、教員等スタッ

フは約 30 人。企画会議でＴＶＡＣの「ボラン

タリーフォーラム」で体験した簡単防災グッズ

作りを紹介したところ、私がその進行を担当す

ることになった。東日本大震災のビデオ視聴や

避難する時に持つものに順番を付けるゲームな

どとともに、新聞紙で作るスリッパやごみ袋を

利用したカッパ作りは、子どもたちにとっても

楽しく意味あるものであったようだ。この日、

体育館に寝袋で宿泊したが、咳などはもちろん、

子どもたちのささやく声もかなりはっきりと聞

こえ、体育館で寝ることの困難さのほんの一部

を垣間見たような思いがした。

　翌日は、同校の校庭で行われる避難所運営訓

練に全員で参加。地元の町会 ･ 自治会関係者中

心で実施される訓練であるが、若い世代の参加

はあまりない。そこに 50 人の小学生や保護者

が参加することで、訓練は大いに盛り上がった

ことは言うまでもない。このような事業を周知

することで協議会活動を活性化していきたいと

考え、同年秋の「フォーラム」で活動報告をし

ていただいた 23）。なお、この簡単防災グッズ

作りは、その後、子どもや若い世代の参加を求

める避難所運営訓練でも実施されることにな

り、町会 ･ 自治会を所管する地域のちから推進

部地域調整課の職員に作り方を教えるととも

に、２カ所の訓練会場に私も参加することに

なった。

　2014 年４月、組織改正により学校支援課は

設置から３年間で廃止となり、３年前と同様、

仕事を持って教育政策課に異動し、翌３月、定
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年まで１年を残し勧奨退職を迎えた。

７．社会教育主事として生きてきて

（１）よろこびと残念に思うこと

　36 年間、さまざまな職場で働いてきた。ど

の職場でも記憶に残る仕事があり、そのどれも

が区民や同僚とともに苦労したもので、一人で

できたことは一つとしてない。

　開かれ協議会での会議では、委員である区民

とともに、正副校長や数人の教員も出席してお

り、必ず「社会教育主事の髙井です」と名乗

り、区教委には区民の学習や活動を支援する専

門的教育職員がいることを伝え続けた。開かれ

協議会の活動の主体は委員を中心とした区民で

あり、私の仕事は区教委の考え方や他の協議会

の取り組みの情報提供など、働きかけることで

しかない。そうした中で児童 ･ 生徒の基礎学力

の定着や体験的事業の取り組みを見ることで、

自分自身の存在価値を確認することができた。

「４．女性総合センターでの気づき」で触れた

地域女性史研究会も、『葦笛のうた−足立・女

の歴史』の刊行後、自主講座の開催や記録集の

発行等、主体的な活動を継続してきた。私の存

在価値は私自身が形成するものではなく、関

わってきた人々のそうした自主的、主体的活動

により形成されるものだと捉えている。社会教

育主事としての私のよろこびは、市民主体の活

動の進展を見た時、感じた時だ。

　しかし、残念に思うこともあった。足立区で

は学校統廃合を進める場合、関係校の開かれ協

議会の代表者（各 10 人程度）により構成され

る統合地域協議会で議論を進める。所管課は学

校適正配置担当課ではあるが、私も開かれ協議

会担当として関わり、さまざまな場面で厳しさ

を体験した。とりわけ五反野小学校と千寿第五

小学校の統合の際、後者の開かれ協議会は統合

反対を決議し活発な反対運動を展開、2012 年

10 月には有志が区を相手取り統合計画の無効

確認等を求め提訴。その反対運動の中心には長

くお付き合いいただいてきた地域指導者の方も

いらした。後にお会いする機会があり握手した

が、わだかまりが残っていることを今になって

も感じている。

　足立区の社会教育主事は一時期 15 人を数え、

現在（2015 年度）も正規職員６人と再任用職

員２名の合計８人で、特別区最多である。個々

の職員としてはそれぞれ役割を果たしてきてい

るだろうが、しかし、多忙化や分散配置が進ん

だことなどから、社会教育主事集団としての活

動が沈滞化してしまったことは残念であり、そ

の責任は私にも重くあると感じている。

（２）社会教育主事として大切にしてきたこと

　箇条書きになるが、大切にしてきたことを整

理したい。

①社会教育主事は将来においても責任が問われ

るという認識を持つ

　組織としての決定については、職員自身は

責任を取らないことが官僚制というものなの

かもしれないが、区教委に勤務し続ける専門

的教育職員である社会教育主事は、自分の行

動について将来においても責任が問われると

いう認識を持って働くことが必要である。

②社会教育主事と名乗る

　区民との会議はもちろん、市民活動の場に

おいても社会教育主事であることを名乗って

きた。自治体の教育委員会には社会教育主事

が必置となっており（社会教育法第 9 条の 2
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第 1 項）、こうした職員の存在を広く理解し

ていただきたいと思ってのことである。

③依頼されたことは断らない

　仕事柄、雑誌への寄稿などを依頼される場

合があるが、断らないことをモットーとして

きた。断ったこともあったが、無理を承知で

引き受けることは、自分の考えを整理するこ

とにもなり、自分が関わってきた取り組みの

意味を深める貴重な機会であると考えてき

た。

　委員などへの就任も、区役所内での講師的

なことも引き受けてきた。新任職員の宿泊研

修の講師も 10 数年務めたが、区役所内での

ネットワークが広がるとともに、社会教育主

事の存在の周知になったと思う。

④市民としての体験を職務に活かす

　公務員も視点を変えれば一人の市民であ

り、市民としての活動を体験することで人間

としての厚みも出るかもしれない。異分野 ･

異業種の人と関わることで多様な発想 ･ 考え

方や活動があることを知り、そこでの学びや

気づきを公務員としての職務に活かすことも

可能である。簡単防災グッズ作りもその一つ。

また、利用者として施設を使用することで、

施設管理者では感じられないことを感じるこ

とも可能となるだろう。女性センターでの「あ

だち女性起業家支援塾」は予算０円から始め、

企業を訪問し協賛の広告費を集めたが、この

こともＮＰＯは資金調達から事業を始めてい

ることを学んだからできたのである。

⑤自由に話ができる職場 ･ 組織を大切にする

　ピリピリしすぎた職場や集団からは、自由

な発想は生まれにくい。どのような思いつき

でも、自由な話し合いの中で具体的な事業と

してかたちが見えてくる場合がある。「男性

改造講座」という名称も、そうした気楽な話

し合いの中からのものである。

⑥戦略と戦術という考え方を持つ

　今取り組んでいる仕事に困難があっても、

この仕事の目的を明確に認識していれば、そ

の困難は乗り越えることができる。小さな細

かい仕事でも、全体での位置づけを理解すれ

ば真剣に取り組むことができる。「２．社会

教育課で働く」で触れた「国際青年年」記念

事業は、私にとっては一つの戦術であり、戦

略は青年館の直営化であったと捉えている。

⑦「公務員の私」と「市民としての私」の統合

　私は公務員である社会教育主事として働く

とともに、一人の市民として市民活動に関

わってきた。私の夢は自殺をしないでもすむ

世の中をつくること。しかし、この夢の実現

は非常に困難。故に二つの立場を統合し、自

分自身の全体の力でその夢の実現をめざして

いく。現在は公務員ではなくなったが、今後

は一人の「私」として、夢を叶えていきたい

と考えている。

おわりに

　足立区教育委員会を退職し約１年が経過しよ

うとしている。社会教育主事課程の授業を担当

している私は教員である、と同時に学習主体で

ある学生の自主的 ･ 主体的な学習の展開を支援

する学習支援者でもある。社会教育主事も学

習支援者としての側面を持っている。本学で

は 19 年間、非常勤 ･ 兼任講師を務めてきたが、

2015 年度からは現在の立場で授業を担当する
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ことになった。先の 19 年間は現職の社会教育

主事として学習支援者的な要素が強かったが、

現在の立場では大学教員 ･ 研究者としての力量

を高めていくことが課題であると自覚してきて

いる。

　さまざまな方々の顔を思い浮かべながら、36

年間体験してきたことを中心に書き進めてき

た。今の私には体験したことを言葉にすること

しかできないが、説明が不十分で状況が伝わら

ないこともあるだろうし、いまだ振り返り切れ

ない部分もあっただろうと思う。しかし、社会

教育主事として働き続けることができたことへ

の感謝とともに、多くの関わりをもたらしてく

ださった方々への感謝の思いを込めて、ここで

筆をおくこととしたい。
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